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1

は
し
が
き

　

日
本
律
の
条
文
を
唐
律
の
相
当
条
文
と
比
較
し
な
が
ら
読
ん
で
行
く
と
、
外
見
上
は
い
か
に
も
唐
律
に
酷
似
し
て
い
る
が
、
そ
の
条

文
を
構
成
す
る
一
字
、
一
句
の
相
違
が
実
は
日
唐
間
に
お
け
る
官
制
や
そ
の
基
底
に
あ
る
法
意
識
、
法
思
想
等
の
重
大
な
相
違
に
繋
が

る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
養
老
名
例
律
12
婦
人
有
官
位
条
、
戸
婚
律
9
立
嫡
違
法
条
、
賊
盗
律
47
売
二
等
卑
幼
条
等
は
、
そ
の
典
型
的

な
事
例
で
あ
ろ
（
1
（
う
。
從
来
か
ら
日
本
律
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
唐
律
の
「
直
写
」「
直
輸
入
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
来
た
が
、
上
記
の
よ

う
な
諸
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
日
本
律
撰
者
は
様
々
な
立
法
上
の
技
術
や
技
法
を
駆
使
し
て
新
し
い
律
法
典
の
撰
述
に
努
め
た
よ
う
に

養
老
名
例
律
贈
位
条
に
つ
い
て

─
─
そ
の
立
法
上
の
意
義
─
─

小　

林　
　
　

宏

三　

日
本
律
立
法
の
手
法

　
　
　

─
─
む
す
び
に
代
え
て
─
─

　
　

は
し
が
き

一　

唐
律
第
一
項
相
当
規
定
の
存
在
し
な
い
理
由

二　

職
事
の
初
位
と
非
職
事
の
初
位
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思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
養
老
名
例
律
15
贈
位
条
は
、
唐
名
例
律
15
以
理
去
官
条
を
受
容
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
冒
頭
の
第
一
項
と
末
尾

の
第
七
項
を
省
く
と
共
に
、
そ
の
第
二
項
に
は
唐
律
に
は
な
い
、
新
し
い
規
定
を
挿
入
す
る
な
ど
、
唐
律
に
加
除
添
削
を
施
し
て
全
体

を
唐
律
の
形
式
（
条
文
の
用
語
、
文
体
、
構
成
、
配
置
等
を
含
む
法
規
定
立
の
方
式
や
類
型
（
に
倣
い
な
が
ら
も
、
な
お
日
本
独
自
の

内
容
を
も
つ
条
文
に
作
り
変
え
た
例
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
唐
律
同
条
の
第
一
項
と
第
二
項
に
対
す
る
日
本
律
撰
者
の
加
工

に
関
す
る
立
法
上
の
手
法
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

唐
律
第
一
項
相
当
規
定
の
存
在
し
な
い
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

　

先
ず
唐
律
疏
議
に
よ
っ
て
唐
名
例
律
15
以
理
去
官
条
の
前
段
を
、
次
に
そ
れ
に
相
当
す
る
養
老
名
例
律
15
贈
位
条
を
掲
げ
る
こ
と
と

す
る
。
Ａ
が
唐
律
、
Ｂ
が
養
老
律
で
あ
る
。

　

Ａ
⑴
諸
以
理
去
官
。
与
見
任
同
。
解
雖
非
理
。
告
身
応
留
者
亦
同
。

疏
議
曰
。
謂
不
因
犯
罪
而
解
者
。
若
致
仕
得
替
省
員
廃
州
県
之
類
。
応
入
議
請
減
贖
。
及
蔭
親
属
者
。
並
与
見
任
同
。

注
。
解
雖
非
理
。
告
身
応
留
者
亦
同
。

疏
議
曰
。
解
雖
非
理
者
。
謂
責
情
及
下
考
解
官
者
。
或
雖
経
当
免
。
降
所
不
至
者
。
亦
是
告
身
応
留
者
。
並
同
見
任
官
法
。

　
　

⑵
贈
官
及
視
品
官
。
与
正
官
同
。
視
六
品
以
下
。
不
在
蔭
親
之
例
。

疏
議
曰
。
贈
官
者
。
死
而
加
贈
也
。
令
云
。
養
素
丘
園
。
徴
聘
不
赴
。
子
孫
得
以
徴
官
為
蔭
。
並
同
正
官
。
視
品
官
依
官
品
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令
。
薩
宝
府
薩
宝
祅
正
等
。
皆
視
流
内
品
。
若
以
視
品
官
当
罪
減
贖
。
皆
与
正
官
同
。

注
。
視
六
品
以
下
不
在
蔭
親
之
例
。

疏
議
曰
。
視
品
稍
異
正
官
。
故
不
許
蔭
其
親
属
。
其
薩
宝
既
視
五
品
。
聴
蔭
親
属
。

　
　

⑶
用
蔭
者
。
存
亡
同

疏
議
曰
。
応
取
議
請
減
蔭
親
属
者
。
親
雖
死
亡
。
皆
同
存
日
。
故
曰
存
亡
同
。

　

Ｂ
⑴
凡
贈
位
及
外
位
。
与
正
位
同
。
職
事
初
位
与
八
位
同
。
外
六
位
以
下
。
不
在
蔭
親
之
例
。
外
位
稍
異
正
位
。
故

不
許
其
蔭
親
属
。

　
　

⑵
用
蔭
者
。
存
亡
同
。
准
蔭
応
議
請
減
贖
者
。
親
雖
亡
。

亦
同
存
日
。
故
云
。
存
亡
同
。

　

右
の
唐
律
と
養
老
律
と
を
比
較
し
て
大
き
く
異
な
る
の
は
、
唐
律
本
文
「
以
理
去
官
。
与
現
任
同
」
と
そ
の
本
注
「
解
雖
非
理
。
告

身
応
留
者
亦
同
」、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
疏
文
、
即
ち
前
掲
唐
律
の
第
一
項
Ａ
⑴
に
相
当
す
る
規
定
が
養
老
律
に
は
す
べ
て
存
在
し
な

い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
、
養
老
律
に
は
右
の
唐
律
に
相
当
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
為

に
は
、
予
め
唐
律
第
一
項
の
内
容
に
つ
い
て
一
通
り
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
ず
律
文
の
「
以
理
去
官
。
与
見
任
同
」
と
は
、
犯
罪
や
失
誤
に
よ
ら
ず
に
現
職
を
解
任
さ
れ
た
も
の
は
、
職
事
官
と
し
て
の
告
身

（
官
品
（
を
追
毀
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
從
っ
て
議
請
減
贖
の
刑
事
上
の
特
典
を
受
け
る
資
格
や
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
效
果
は
現
任
の
官

と
何
ら
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
疏
は
「
以
理
去
官
」
の
例
と
し
て
「
致
任
」（
七
十
歳
以
上
の
退
官
（、「
得
替
」（
依
願

退
官
（、「
省
員
」（
人
員
の
整
理
・
削
減
（、「
廃
州
県
」（
州
県
等
の
官
庁
の
廃
合
（
等
を
あ
げ
て
い
る
。

　

次
に
本
注
の
「
解
雖
非
理
。
告
身
応
留
者
亦
同
」
と
は
、
解
任
が
犯
罪
や
失
誤
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
告
身
が
追

毀
さ
れ
ず
に
保
持
を
許
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
上
記
の
特
典
を
受
け
る
資
格
や
蔭
の
效
果
は
現
任
の
官
と
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
疏
は
、
そ
の
例
と
し
て
「
責
情
」
に
よ
る
解
官
（
考
第
が
殿
に
至
ら
な
く
と
も
、
そ
の
心
情
や
行
迹
に
咎
む
べ
き
こ
と
が
あ
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る
官
人
に
対
し
て
尚
書
省
が
行
う
校
定
に
よ
る
臨
時
の
解
任
。
唐
考
課
令
。『
唐
令
拾
遺
補
』
一
一
一
六
頁
（、「
下
考
」
に
よ
る
解
官

（
考
解
と
も
い
う
。
考
第
が
私
罪
下
中
以
下
、
公
罪
下
々
に
よ
る
解
任
。
当
年
の
禄
を
奪
い
、
一
年
後
、
本
品
に
よ
っ
て
叙
せ
ら
れ

る
。
唐
考
課
令
。
同
上
一
一
一
七
頁
（、
当
免
に
よ
る
「
降
所
不
至
」（
官
当
、
免
官
、
免
所
居
官
の
処
分
後
に
お
い
て
再
叙
任
の
官
品

と
同
等
、
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
歴
任
の
官
を
保
持
す
る
も
の
（
の
三
者
を
あ
げ
る
。
即
ち
「
責
情
」「
下
考
」
に
よ
る
解
官
の
場
合

は
、
当
該
官
人
の
保
持
す
る
告
身
は
追
毀
さ
れ
ず
、
ま
た
当
免
に
よ
る
処
分
を
受
け
て
も
、
当
該
官
人
の
保
持
す
る
「
降
所
不
至
」
の

告
身
は
追
毀
さ
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
告
身
は
す
べ
て
現
任
の
官
と
変
ら
な
い
法
的
效
果
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
要
す
る
に
唐
名
例
律
15
の
第
一
項
は
、「
以
理
去
官
」、
即
ち
犯
罪
や
失
誤
に
よ
ら
ず
、
正
当
な
理
由
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
た

も
の
は
、
本
人
が
罪
を
犯
し
て
そ
の
告
身
が
追
毀
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
限
り
、
解
任
後
も
在
任
中
と
同
じ
く
官
品
を
保
持
し
、
そ
の
官

品
に
よ
る
特
典
を
受
け
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
規
定
の
対
象
は
、
右
に
述
べ
た
処
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
職
掌
を

有
す
る
職
事
官
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2

　

名
例
律
15
の
冒
頭
第
一
項
の
規
定
の
存
否
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
す
る
に
当
っ
て
、
日
唐
律
令
制
に
お
け
る
身
分
と
職
掌
と
の
関
係

に
つ
い
て
予
め
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
唐
間
に
お
け
る
そ
の
差
異
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
從
来
か
ら
様
々
な
研
究
や

見
解
が
示
さ
れ
て
来
た
が
、
日
本
で
は
位
そ
の
も
の
が
官
職
と
の
関
係
に
お
い
て
唐
の
散
官
の
制
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
説
が
有
力

で
あ
（
2
（
る
。
即
ち
日
本
の
律
令
制
に
お
い
て
は
、
官
人
と
な
る
為
に
は
先
ず
位
を
得
る
こ
と
に
始
ま
り
、
位
が
与
え
ら
れ
た
後
に
職
掌
を

得
る
こ
と
が
律
令
的
官
職
の
本
質
で
あ
る
と
さ
（
3
（
れ
、
一
方
、
唐
制
の
散
官
も
職
事
官
へ
の
任
用
資
格
や
栄
典
・
栄
誉
を
表
示
す
る
機
能

を
有
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
日
本
の
位
と
唐
の
散
官
と
は
相
通
ず
る
性
質
を
も
つ
と
さ
れ
（
4
（
る
。

　

さ
て
、
唐
制
に
お
け
る
官
職
の
任
用
に
つ
い
て
重
要
な
指
摘
を
さ
れ
た
の
は
滋
賀
秀
三
氏
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
唐
制
に
お
け
る
官
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職
の
任
用
に
は
、
次
の
二
つ
の
方
式
が
あ
っ
た
と
さ
れ
（
5
（
る
。

①
職
事
官
を
授
け
る
方
式
。
真
正
に
そ
の
官
職
に
叙
任
す
る
告
身
、
即
ち
職
事
官
の
告
身
を
発
給
す
る
方
式
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
そ
の
官
職
が
格
付
け
ら
れ
て
い
る
官
品
と
官
職
の
職
権
と
が
同
時
に
被
叙
任
者
に
授
け
ら
れ
る
。

②
守
・
行
せ
し
め
る
方
式
。
当
該
官
職
の
格
付
け
か
ら
、
ひ
ど
く
懸
け
離
れ
て
い
な
い
程
度
の
官
品
を
散
官
と
い
う
形
で
別
途
保
有

し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
官
品
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
た
だ
官
職
の
職
権
の
み
を
賦
与
す
る
。
こ
の
と
き
、
散
官
に
よ
っ
て
表
示

さ
れ
る
官
品
（
本
品
（
に
比
べ
て
、
官
職
の
方
が
高
け
れ
ば
「
守
」
と
称
し
、
官
職
の
方
が
低
け
れ
ば
「
行
」
と
称
す
る
。

　

滋
賀
氏
が
指
摘
さ
れ
た
右
の
二
方
式
の
中
、
②
の
守
・
行
せ
し
め
る
方
式
は
、
散
官
を
以
前
か
ら
保
有
し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
そ

れ
に
ほ
ぼ
見
合
う
格
付
け
の
職
事
官
を
付
与
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
散
官
と
そ
れ
が
守
・
行
す
る
職
事
官
と
の
関
係
は
、
先
ず
位

が
先
に
与
え
ら
れ
た
後
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
官
職
を
得
る
と
い
う
前
記
日
本
に
お
け
る
位
と
職
と
の
関
係
に
類
似
す
る
性
質
を
有
す

る
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
日
本
の
律
令
撰
者
は
、
律
令
条
文
を
立
法
す
る
に
当
っ
て
、
こ
の
唐
の
散
官
の
制
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
日

本
で
は
官
職
の
任
用
方
式
は
一
種
の
み
で
あ
っ
て
、
位
記
の
保
持
者
は
官
位
相
当
官
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
官
位
不
相
当

官
（
官
の
相
当
位
と
本
人
の
も
つ
位
と
が
異
な
る
官
（
に
任
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
右
の
位
記
の
保
持
者
が
官
位
不
相
当
官
に
任

用
さ
れ
る
場
合
は
、
唐
制
の
散
官
の
保
持
者
が
官
品
不
相
当
官
に
任
用
さ
れ
る
場
合
の
守
・
行
せ
し
む
る
方
式
を
採
用
し
（
選
叙
令
6

任
内
外
官
条
（、
ま
た
位
記
の
保
持
者
が
職
事
官
を
守
・
行
し
て
い
る
と
き
の
犯
罪
に
対
し
て
は
、
散
官
の
保
持
者
が
職
事
官
を
守
・

行
し
て
い
る
と
き
の
犯
罪
に
対
す
る
官
当
法
の
適
用
を
受
容
し
て
い
る
（
名
例
律
17
官
当
条
（。

　

次
に
唐
の
散
官
の
制
と
日
本
の
位
階
の
制
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
、
立
法
上
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
の
か
、
日
唐

名
例
律
17
官
当
（
以
官
当
徒
（
条
第
五
項
の
規
定
を
通
じ
て
、
や
や
詳
し
く
見
て
行
き
た
い
。
先
ず
唐
律
疏
議
に
よ
っ
て
唐
律
の
当
該

規
定
を
、
次
に
そ
れ
に
相
当
す
る
養
老
律
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
Ａ
が
唐
律
、
Ｂ
が
養
老
律
で
あ
る
。
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Ａ
行
守
者
。
各
以
本
品
当
。
仍
各
解
見
任
。

疏
議
曰
。
仮
有
從
五
品
下
行
正
六
品
。
犯
徒
二
年
半
私
罪
。
例
減
一
等
。
猶
徒
二
年
。
以
本
階
從
五
品
官
。
当
徒
二
年
。
仍
解

六
品
見
任
。
其
有
六
品
散
官
守
五
品
職
事
。
亦
犯
私
罪
徒
二
年
半
者
。
亦
用
本
品
官
。
当
徒
一
年
。
余
徒
収
贖
。
解
五
品
職
事

之
類
。

問
曰
。
先
（
或
カ
（有

正
六
品
上
散
官
。
上
守
職
事
五
品
。
或
有
從
五
品
官
。
下
行
正
六
品
官
。
犯
徒
当
罪
。
若
為
追
毀
告
身
。

答
曰
。
律
云
。
行
守
者
各
以
本
品
当
。
仍
各
解
見
任
。
其
正
六
品
上
散
官
守
五
品
者
。
五
品
所
守
別
無
告
身
。
既
用
六
品
官

当
。
即
与
守
官
俱
奪
。
若
五
品
行
六
品
者
。
以
五
品
当
罪
。
直
解
六
品
職
事
。
其
応
当
罪
告
身
同
階
者
。
悉
合
追
毀
。

Ｂ
行
守
者
。
各
以
本
位
当
。
仍
各
解
見
任
。
仮
有
從
五
位
下
行
正
六
位
。
犯
二
年
半
私
罪
。
例
減
一
等
。
猶
徒
二
年
。
以
本
階
從
五
位
。
当
二
年
。
仍
解
六

位
見
任
。
其
有
六
位
守
五
位
職
事
。
亦
犯
私
罪
二
年
半
徒
者
。
例
減
一
等
。
亦
用
本
位
。
当
徒
一
年
。
余
徒
収

贖
。
解
五
位

職
事
之
類
。

　

今
、
右
の
日
唐
両
律
を
比
較
す
る
と
、
律
文
で
は
唐
律
の
「
本
品
」
を
、
養
老
律
で
は
「
本
位
」
と
す
る
以
外
、
同
文
で
あ
る
。
そ

の
疏
文
も
唐
律
の
「
六
品
散
官
」、「
本
品
官
」（
散
官
に
よ
る
官
品
の
意
（
を
養
老
律
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
六
位
」、「
本
位
」
に
改
め
、

そ
れ
以
外
に
も
若
干
、
文
の
異
同
は
あ
る
が
、
文
意
自
体
は
変
っ
て
い
な
い
。
但
し
唐
律
の
問
答
に
相
当
す
る
文
は
、
養
老
律
で
は
、

す
べ
て
省
か
れ
て
い
る
。

　

右
の
唐
律
の
規
定
は
、
最
高
の
官
と
し
て
散
官
を
以
て
罪
に
代
替
す
る
場
合
、
散
官
の
保
持
者
が
特
定
の
職
掌
を
守
、
も
し
く
は
行

し
て
い
る
と
き
は
、
散
官
の
官
品
が
追
毀
さ
れ
る
と
同
時
に
、
守
・
行
す
る
職
掌
を
も
解
任
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
右
の
疏
は
、

そ
の
散
官
を
以
て
罪
に
代
替
す
る
方
法
を
例
示
し
て
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
唐
律
の
規
定
は
、
散
官
の
保
持
者

が
特
定
の
職
掌
を
守
・
行
し
て
い
る
と
き
の
官
当
法
（
官
当
と
は
官
人
が
流
徒
に
当
る
罪
を
犯
し
た
と
き
、
そ
の
官
人
が
保
持
す
る

「
官
」
を
追
毀
す
る
こ
と
に
よ
り
流
徒
の
実
刑
に
代
替
す
る
制
。
名
例
律
17
（
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
日
本
で
は
位
記
の
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保
持
者
が
特
定
の
職
掌
を
守
・
行
し
て
い
る
と
き
の
官
当
法
に
改
め
て
受
容
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
前
掲
唐
律
の
問
答
文
で
あ
る
。
こ
の
問
答
で
は
特
定
の
職
掌
を
守
・
行
し
て
い
る
散
官
の
保
持
者
に
対
し
官

当
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
告
身
の
追
毀
の
方
法
に
つ
い
て
質
問
し
、
そ
の
解
答
と
し
て
本
品
で
あ
る
散
官
の
告
身
を
以
て
罪
に

代
替
し
、
同
時
に
守
・
行
す
る
現
職
を
解
任
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
解
答
の
あ
げ
る
例
示
の
文
に
は
、「
其
正
六
品
上
散
官
守

五
品
者
。
五
品
所
守
別
無
告
身

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
あ
っ
て
、
守
す
る
官
に
は
、
本
来
そ
の
告
身
は
存
在
し
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
行
を
命
ず

る
辞
令
も
、
そ
れ
は
広
義
に
お
い
て
告
身
と
は
称
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
（
6
（
る
。
そ
う
す
る
と
散
官
の
保
持
者
が
守
・

行
す
る
官
職
に
対
し
て
は
、
正
規
の
告
身
は
与
え
ら
れ
ず
、
そ
の
守
・
行
す
る
職
事
官
は
真
正
の
職
事
官
で
は
な
い
と
い
う
の
が
唐
制

の
基
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
（
7
（
う
。

　

唐
の
場
合
は
、
真
正
の
職
事
官
の
任
用
に
際
し
て
は
告
身
が
必
ず
付
与
さ
れ
る
か
ら
、
職
事
官
を
守
・
行
す
る
散
官
の
保
持
者
に
官

当
法
を
適
用
す
る
に
当
っ
て
も
、
守
・
行
す
る
官
の
告
身
の
付
与
が
問
題
と
な
り
、
告
身
の
追
毀
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
上
記
の
如
き
疑

問
が
生
ず
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
職
事
官
を
守
・
行
す
る
位
記
の
保
持
者
に
官
当
法
を
適
用
す
る
場
合
、
そ
の
守
・
行
す
る
職
事

官
の
相
当
位
の
位
記
は
付
与
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
位
記
の
追
毀
を
め
ぐ
る
疑
問
は
生
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
從
っ
て
前
掲

唐
律
の
問
答
は
、
日
本
律
の
撰
述
に
当
っ
て
、
こ
れ
を
受
容
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
兎
に
角
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

唐
に
お
い
て
職
事
官
を
守
・
行
す
る
散
官
の
保
持
者
に
対
し
官
当
法
を
適
用
す
る
場
合
は
、
散
官
の
告
身
で
あ
る
「
本
品
」
を
以
て
罪

に
代
替
し
、
一
方
、
日
本
に
お
い
て
も
職
事
官
を
守
・
行
す
る
位
記
の
保
持
者
に
対
し
官
当
法
を
適
用
す
る
場
合
は
、
本
人
の
元
来
保

持
す
る
位
記
を
意
味
す
る
「
本
位
」
を
以
て
罪
に
代
替
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
守
・
行
す
る
職
事
官
の
告
身
や
守
・
行
す
る

職
事
官
の
相
当
位
を
以
て
罪
に
代
替
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
唐
の
散
官
と
日
本
の
位
階
と
は
共
通
す
る
性
質
を

有
し
、
そ
の
守
・
行
す
る
官
職
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
唐
の
散
官
も
日
本
の
位
階
も
、
そ
れ
と
は
分
離
し
た
別
立
て
の
制
と
い
う
こ
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と
が
で
き
よ
う
。
但
し
日
本
に
お
い
て
は
、
本
人
の
所
持
す
る
位
記
を
以
て
罪
に
代
替
す
る
の
は
、
本
人
が
官
位
相
当
官
に
任
用
さ
れ

て
い
る
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
職
事
官
を
守
・
行
す
る
場
合
に
限
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
位
階
と
官
職
と
は
守
・
行
す
る
場
合
に
限
ら

ず
、
一
般
に
分
離
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
（
8
（
る
。

　

以
上
、
前
掲
唐
制
に
お
け
る
官
職
の
任
用
方
式
②
の
場
合
と
我
が
位
階
制
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
、
日
唐
名
例
律
17
第
五
項
を
通
じ

て
縷
々
述
べ
て
来
た
が
、
結
局
、
日
本
の
位
階
と
官
職
、
唐
の
散
官
と
そ
の
守
・
行
す
る
官
職
と
は
各
々
別
立
て
で
あ
っ
て
、
両
者
は

分
離
し
て
い
る
か
ら
官
人
が
官
職
を
退
任
・
離
職
し
た
と
し
て
も
、
官
職
に
伴
う
職
権
は
失
う
が
、
位
階
、
及
び
散
官
の
官
品
は
、
そ

の
ま
ま
退
任
・
離
職
者
の
許
に
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
唐
制
に
お
け
る
官
職
の
任
用
に
は
、
②
の
場
合
の
他
に
①
の
場
合
が

あ
っ
て
、
そ
の
と
き
は
職
事
官
と
し
て
の
職
務
上
の
権
限
と
そ
の
職
掌
に
伴
う
官
品
と
が
同
一
の
告
身
に
よ
っ
て
同
時
に
被
叙
任
者
に

付
与
さ
れ
る
か
ら
、
職
事
官
と
し
て
の
職
掌
と
官
品
と
は
一
体
で
あ
っ
て
、
両
者
は
分
離
し
て
い
な
い
。
從
っ
て
官
人
が
職
事
官
を
退

任
・
離
職
し
て
官
職
に
伴
う
職
権
を
失
っ
た
と
き
、
そ
の
告
身
を
返
納
せ
し
め
る
か
、
そ
の
ま
ま
本
人
の
許
に
留
保
せ
し
め
る
か
、
そ

の
扱
い
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
為
に
立
法
さ
れ
た
規
定
が
唐
名
例
律
15
の
冒
頭
第
一
項
で
あ
り
、
一
方
、
我
が
律
令

制
が
官
職
の
任
用
に
当
っ
て
、
唐
制
の
①
の
方
式
を
採
用
せ
ず
に
、
②
に
類
似
す
る
方
式
を
採
用
し
た
と
こ
ろ
に
唐
名
例
律
15
の
前
掲

規
定
に
相
当
す
る
規
定
が
養
老
名
例
律
15
に
存
在
し
な
い
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3

　

そ
れ
で
は
、
次
に
唐
名
例
律
15
の
前
掲
規
定
が
唐
律
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
理
由
、
及
び
養
老
名
例
律
15
に
、
そ
れ
に
相
当
す
る
規

定
が
存
在
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
議
請
減
贖
に
関
す
る
日
唐
両
律
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
更
に
具
体
的
に
見
て
行
き
た
い
と
思

う
。

　

先
ず
唐
名
例
律
7
な
い
し
11
に
規
定
さ
れ
た
議
請
減
贖
の
特
典
を
受
け
る
本
人
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
議
の
特
典
は
八
議
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の
中
の
「
議
貴
」、
即
ち
「
職
事
官
三
品
以
上
。
散
官
二
品
以
上
。
及
爵
一
品
者
」（
名
例
律
7
八
議
条
。
同
8
八
議
者
条
（、
請
の
特

典
は
「
官
爵
五
品
以
上
」、
即
ち
「
文
武
職
事
四
品
以
下
。
散
官
三
品
以
下
。
勲
官
及
爵
二
品
以
下
。
五
品
以
上
」（
同
9
皇
太
子
妃

条
。
疏
（、
減
の
特
典
は
「
七
品
以
上
之
官
」、
即
ち
「
六
品
七
品
文
武
職
事
。
散
官
。
衛
官
。
勲
官
等
身
」（
同
10
七
品
以
上
之
官

条
。
疏
（、
贖
の
特
典
は
「
応
議
請
減
及
九
品
以
上
之
官
」、
即
ち
「
議
請
減
三
章
内
人
」
及
び
「
身
有
八
品
九
品
之
官
」（
同
11
応
議

請
減
条
。
疏
（
で
あ
る
。
上
記
の
資
格
要
件
を
官
爵
の
種
類
別
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
職
事
官
に
つ
い
て
は
、
議
は
一
品

な
い
し
三
品
、
請
は
四
品
、
五
品
、
減
は
六
品
、
七
品
、
贖
は
九
品
以
上
、
散
官
に
つ
い
て
は
、
議
は
一
品
、
二
品
、
請
は
三
品
な
い

し
五
品
、
減
以
下
は
職
事
官
に
同
じ
。
勲
官
に
つ
い
て
は
、
請
は
二
品
な
い
し
五
品
、
減
は
六
品
、
七
品
、
贖
は
七
品
以
上
、
爵
に
つ

い
て
は
、
議
は
一
品
、
請
は
二
品
な
い
し
五
品
、
贖
は
五
品
以
上
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
職
事
官
、
散
官
、
勲
官
、
爵
の
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
議
請
減
贖
の
特
典
を
受
け
る
品
の
等
級
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
の

特
典
を
受
け
る
対
象
者
と
し
て
先
ず
最
初
に
九
品
以
上
の
現
職
の
職
事
官
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
前
述
の
よ
う

に
唐
制
の
官
職
の
任
用
に
お
い
て
は
、
前
記
②
の
場
合
の
他
に
職
掌
と
官
品
と
が
分
離
し
て
い
な
い
①
の
場
合
が
あ
り
、
前
掲
九
品
以

上
の
職
事
官
は
そ
れ
に
相
当
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
正
当
な
理
由
に
よ
り
現
職
を
離
れ
て
退
任
し
た
と
き
、
以
前
保
持
し
て
い
た
官
品

の
も
つ
議
請
減
贖
の
特
典
や
蔭
の
効
果
に
つ
い
て
は
別
途
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
唐
名
例
律
15
の
第
一
項
は
、
そ
れ
を

規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
但
し
散
官
は
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
守
・
行
す
る
官
職
と
は
別
立
て
で
あ
り
、
勲
官
（
武
功

の
褒
賞
と
し
て
授
け
ら
れ
る
も
の
（、
爵
（
皇
族
・
功
臣
に
与
え
ら
れ
、
世
襲
さ
れ
る
一
種
の
栄
典
（
は
共
に
職
掌
と
は
関
わ
り
を
持

た
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
、
何
れ
も
名
例
律
15
冒
頭
の
前
掲
規
定
と
は
直
接
、
関
係
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
養
老
名
例
律
7
な
い
し
11
に
規
定
さ
れ
た
議
請
減
贖
の
特
典
を
受
け
る
本
人
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
議
の
特
典
は

六
議
の
中
の
「
議
貴
」、
即
ち
「
三
位
以
上
」（
名
例
律
7
六
議
条
。
同
8
議
条
（、
請
の
特
典
は
「
五
位
及
勲
四
等
以
上
」、
即
ち
「
四
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位
以
下
。
及
勲
四
等
以
上
」（
同
9
請
条
。
疏
（、
減
の
特
典
は
「
七
位
勲
六
等
以
上
」、
即
ち
「
七
位
以
上
。
謂
六
位
七
位
。
勲
六
等

以
上
。
謂
五
等
六
等
」（
同
10
減
条
。
疏
（、
贖
の
特
典
は
「
応
議
請
減
及
八
位
勲
十
二
等
以
上
」（
同
11
贖
条
（
で
あ
る
。
上
記
の
資

格
要
件
を
整
理
す
る
と
、
官
位
に
つ
い
て
は
、
議
は
一
位
な
い
し
三
位
、
請
は
四
位
、
五
位
、
減
は
六
位
、
七
位
、
贖
は
八
位
以
上
で

あ
り
、
勲
位
に
つ
い
て
は
、
請
は
一
等
な
い
し
四
等
、
減
は
五
等
、
六
等
、
贖
は
十
二
等
以
上
で
あ
る
。

　

右
に
挙
げ
た
養
老
名
例
律
の
律
文
及
び
疏
文
に
は
、
前
掲
唐
律
に
見
え
る
「
職
事
官
」「
文
武
職
事
」「
之
官
」
な
ど
の
文
字
は
な

く
、
た
だ
官
位
、
勲
位
の
等
級
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
養
老
律
に
官
位
、
勲
位
の
等
級
の
み
が
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、
実
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
日
本
の
律
令
制
に
あ
っ
て
は
、
位
と
職
と
は
分
離
し
て
い
る
か

ら
、
当
該
の
位
記
（
八
位
以
上
（、
勲
記
（
十
二
等
以
上
（
を
保
持
す
る
も
の
は
、
現
任
の
官
人
で
あ
ろ
う
と
退
任
し
た
官
人
で
あ
ろ

う
と
、
す
べ
て
上
記
の
刑
事
上
の
特
典
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
養
老
律
の
律
文
や
疏
文
に
た
だ
官
位
、
勲
位
の
等
級
の
み
が

記
さ
れ
て
、「
職
事
」
や
「
官
」
な
ど
の
語
が
見
え
な
い
の
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
離
職
・
退
任
後
の
位
記
を
保
持

す
る
も
の
に
対
す
る
特
典
に
関
し
て
は
、
と
く
に
そ
れ
を
立
法
す
る
必
要
は
な
く
、
上
記
の
名
例
律
8
な
い
し
11
の
規
定
さ
え
あ
れ

ば
、
そ
れ
で
事
足
り
た
の
で
あ
る
。
養
老
名
例
律
15
に
唐
律
同
条
の
「
以
理
去
官
」
云
々
に
相
当
す
る
規
定
が
存
せ
ず
、
ま
た
養
老
名

例
律
17
官
当
条
に
お
い
て
も
、
唐
律
同
条
の
本
注
「
若
去
官
未
叙
亦
凖
此
」、
そ
の
疏
文
「
若
去
官
未
叙
者
」
以
下
、
及
び
そ
れ
に
続

く
問
答
に
相
当
す
る
文
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
上
記
の
如
き
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
す
る
と
唐
名
例
律
8
な
い
し
11
と
そ
れ
に
相
当
す
る
養
老
名
例
律
8
な
い
し
11
と
は
、
一
見
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
も
つ

規
定
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
立
法
趣
旨
や
立
法
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
に
は
微
妙
に
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
官
人
に
つ
い
て
の
み
い
え
ば
、
唐
律
は
散
官
、
勲
官
、
爵
の
保
持
者
の
他
に
、
真
正
の
職
事
官
の
告
身
を
保

持
す
る
現
職
の
官
人
（
そ
の
告
身
に
よ
っ
て
職
権
と
官
品
と
が
同
時
に
授
与
さ
れ
る
も
の
（
を
主
た
る
対
象
者
と
す
る
の
に
対
し
、
一



11 養老名例律贈位条について（小林　宏）

方
、
日
本
律
は
現
職
、
離
職
を
問
わ
ず
、
単
に
位
記
、
勲
記
を
保
持
す
る
官
人
を
対
象
者
と
す
る
規
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
養

老
名
例
律
15
に
お
い
て
、
唐
律
同
条
の
第
一
項
に
相
当
す
る
規
定
を
削
除
し
た
結
果
、
養
老
名
例
律
同
条
の
第
一
項
を
解
釈
す
る
に
当

っ
て
、
立
法
上
、
や
や
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
（
三
参
照
（。

二　

職
事
の
初
位
と
非
職
事
の
初
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

　

次
に
唐
名
例
律
15
と
養
老
律
同
条
と
を
比
較
し
て
大
き
く
異
な
る
の
は
、
養
老
律
で
は
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
と
い
う
、
唐
律
に

は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
法
文
の
な
い
新
し
い
規
定
を
第
一
項
に
設
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
、
養
老
律
に
お
い
て
職
事
の
初
位
を

非
職
事
の
初
位
と
区
別
し
て
、
そ
れ
を
八
位
と
同
じ
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
律
令
官
制
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
考
察

は
暫
く
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
日
本
律
撰
者
が
、
こ
の
規
定
を
新
し
く
設
け
た
立
法
上
の
意
義
に
つ
い
て
若
干
検
討
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

　

検
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
予
め
律
令
官
制
に
お
け
る
初
位
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
唐
の

官
制
で
は
律
の
定
め
る
刑
事
上
の
特
典
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
職
事
官
（
流
内
官
（
と
し
て
は
正
一
品
か
ら
從
九
品
下
に
至
る
三
十
階

の
官
品
（
告
身
（
を
保
持
す
る
官
人
で
あ
り
、
右
の
特
典
が
与
え
ら
れ
な
い
下
級
職
で
あ
る
流
外
官
及
び
雑
任
と
は
そ
の
身
分
を
異
に

し
た
。
我
が
律
令
官
制
に
お
い
て
唐
の
職
事
官
に
相
当
す
る
も
の
は
、
親
王
と
し
て
は
一
品
よ
り
四
品
に
至
る
四
階
、
諸
王
、
諸
臣
と

し
て
は
正
一
位
か
ら
從
八
位
下
に
至
る
二
十
六
階
の
官
位
（
位
記
（
を
有
す
る
官
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
下
位
に
あ
る
大
初
位
上
か
ら
少

初
位
下
に
至
る
四
階
は
、
基
本
的
に
は
官
人
と
し
て
の
特
典
は
与
え
ら
れ
ず
、
唐
の
流
外
官
に
相
当
す
る
。
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こ
れ
を
律
の
規
定
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
れ
ば
、
凡
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
八
位
以
上
の
官
人
に
与
え
ら
れ
る
刑
事

上
の
特
典
と
し
て
、
先
ず
議
請
減
贖
と
い
う
本
人
自
身
に
与
え
ら
れ
る
特
典
と
そ
の
一
定
範
囲
の
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
効
果
が
あ
る

が
、
初
位
は
こ
の
特
典
に
与
ら
な
い
。
官
当
法
（
名
例
律
17
（
に
お
い
て
も
、
私
罪
を
犯
せ
ば
一
品
以
下
、
三
位
以
上
は
一
官
を
以
て

徒
三
年
に
、
五
位
以
上
は
一
官
を
以
て
徒
二
年
に
、
八
位
以
上
は
一
官
を
以
て
徒
一
年
に
代
替
し
、
公
罪
を
犯
せ
ば
更
に
各
々
徒
一
年

が
そ
れ
に
加
算
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
官
当
法
は
初
位
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
初
位
の
官
人
が
罪
を
犯
せ
ば
律
に
定
め
ら
れ
た
笞
杖
徒

流
の
実
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
養
老
名
例
律
23
比
徒
条
に
は
、「
凡
除
名
者
。
比
徒
三
年
。
免
官
者
。
比
徒
二
年
。
免
所
居
官
者
。
比
徒
一
年
。
初
位
不
用
此

律
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
は
、
官
人
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
除
名
、
免
官
、
免
所
居
官
の
附
加
刑
を
正
刑
の
尺
度
に
よ
っ
て
計
る
場

合
の
換
算
法
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
換
算
が
必
要
に
な
る
場
合
と
は
、
官
人
が
誣
告
反
坐
、
官
司
出
入
人
罪
等
の
罪
を
犯
し
た

と
き
で
あ
る
が
、
前
掲
名
例
律
に
は
「
初
位
不
用
此
律
」
と
あ
る
か
ら
初
位
の
官
人
に
対
し
て
は
、
こ
の
比
徒
の
法
は
適
用
さ
れ
な

い
。
從
っ
て
、
例
え
ば
初
位
の
官
人
甲
が
五
位
以
上
の
官
人
乙
の
監
守
内
に
お
け
る
布
三
端
の
窃
盗
を
誣
告
す
れ
ば
、
甲
に
は
除
名
を

換
算
し
た
徒
三
年
（
官
当
法
を
適
用
（
は
科
せ
ら
れ
ず
、
主
刑
の
杖
八
十
の
み
が
実
刑
と
し
て
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
名
例
律
53

称
反
坐
罪
之
条
（。

　

ま
た
前
記
官
当
法
に
お
い
て
は
、「
官
」
に
よ
っ
て
流
徒
の
実
刑
に
代
替
す
る
場
合
、「
官
」
に
官
位
と
勲
位
と
の
二
官
が
あ
れ
ば
、

先
ず
官
位
を
追
毀
し
、
な
お
不
足
が
あ
れ
ば
次
に
勲
位
を
追
毀
す
る
。
そ
の
こ
と
を
養
老
名
例
律
17
で
は
、「
其
有
二
官
。
謂
。
官
位
為

一
官
、
勲
位
為
一
官
。
先
以
官
位
当
。
次
以
勲
位
当
」
と
記
す
が
、
上
記
の
「
官
位
」「
官
」
と
は
八
位
以
上
の
官
位
を
意
味
す
る
か

ら
、
初
位
は
律
の
「
官
位
」「
官
」
の
中
に
は
入
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
右
の
こ
と
は
養
老
名
例
律
16
無
官
犯
罪
条
の
冒
頭
の
規
定
に

お
い
て
、
な
お
一
層
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、「
官
」
の
な
い
と
き
に
犯
し
た
罪
が
「
官
」
を
得
た
後
に
発
覚
し
た
場
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合
は
、
流
以
下
の
罪
で
あ
れ
ば
贖
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
条
を
唐
律
と
比
較
す
る
と
、
律
文
「
無
官
犯
罪
。

有
官
事
発
。
流
罪
以
下
。
聴
以
贖
論
」
は
同
文
（
但
し
唐
律
に
「
聴
」
字
な
し
（
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
唐
律
の
本
注
「
謂
。
從

流
外
及
庶
人
。
而
任
流
内
者
」
は
、
養
老
律
で
は
「
謂
。
從
初
位
及
庶
人
。
而
得
八
位
以
上
位
記
者
」
に
改
め
て
い
る
。
右
の
本
注
に

よ
れ
ば
、
唐
で
は
流
外
官
及
び
庶
人
が
「
無
官
」、
流
内
官
が
「
有
官
」
と
さ
れ
る
が
、
日
本
で
は
初
位
及
び
庶
人
が
「
無
官
」、
八
位

以
上
の
位
記
の
保
持
者
が
「
有
官
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
「
初
位
」
は
、
律
に
規
定
さ
れ
る
「
官
」
の
中
に
は
入
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　

そ
う
す
る
と
日
本
律
に
見
え
る
初
位
は
、
八
位
以
上
と
は
そ
の
身
分
を
異
に
し
、
律
に
規
定
さ
れ
た
特
典
が
適
用
さ
れ
る
官
人
の
中

に
初
位
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
の
が
日
本
律
撰
者
の
立
法
の
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
令
に
お
い
て
も
、
初
位
が
八
位
以

上
と
区
別
さ
れ
、
両
者
間
に
著
し
い
待
遇
上
の
差
を
設
け
た
規
定
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
内
八
位
・
外
七
位
以
上
は
勅
授
、
も
し

く
は
奏
授
で
あ
る
の
に
対
し
、
外
八
位
と
内
外
初
位
と
は
、
天
皇
の
裁
可
を
必
要
と
し
な
い
太
政
官
の
判
授
で
あ
っ
た
（
選
叙
令
2
内

外
五
位
条
（。
大
学
生
の
入
学
資
格
も
、
五
位
以
上
の
子
孫
及
び
八
位
以
上
の
子
な
ど
に
限
ら
れ
、
初
位
の
子
孫
に
そ
れ
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
（
学
令
2
大
学
生
条
（。
ま
た
八
位
以
上
を
不
課
口
、
即
ち
課
役
免
除
と
す
る
の
に
対
し
（
戸
令
5
戸
主
条
（、
初
位
は
徭
役

の
み
が
免
除
と
さ
れ
て
い
る
（
賦
役
令
19
舎
人
史
生
条
（。
以
上
、
日
本
で
は
律
令
共
に
八
位
以
上
と
初
位
と
の
間
に
著
し
い
待
遇
上

の
差
を
設
け
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
我
が
律
令
撰
者
が
唐
の
流
外
官
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
初
位
と
い
う
位
階
を

設
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
（
9
（
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2

　

こ
の
よ
う
な
初
位
に
関
す
る
官
制
上
の
位
置
づ
け
か
ら
す
れ
ば
、
養
老
名
例
律
15
に
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
と
し
て
「
職
事
初

位
」、
即
ち
職
掌
の
あ
る
初
位
の
官
人
に
対
し
て
、
こ
れ
を
八
位
と
同
じ
く
扱
う
と
す
る
規
定
を
新
し
く
設
け
た
こ
と
は
、
律
令
の
一
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般
原
則
を
変
更
す
る
重
大
な
法
的
決
定
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
養
老
律
の
前
掲
規
定
は
、
初
位
と
い
う
位
記
を
も
つ
官
人
の
中

か
ら
職
掌
の
あ
る
も
の
に
限
定
し
て
、
こ
れ
を
適
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
初
位
の
官
人
一
般
に
適
用
す
る
前
述
の
律
令
の
規

定
を
一
般
法
と
す
る
な
ら
ば
、
右
の
規
定
は
そ
れ
に
優
先
す
る
特
別
法
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
日
本
律
撰
者
が
、
こ
の
特
別
法
的
規
定
を
新
し
く
設
け
た
立
法
上
の
意
図
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
律
に
規
定
さ
れ
て
い

る
、
位
記
を
保
持
す
る
官
人
の
刑
事
上
の
特
典
の
主
た
る
も
の
は
、
屢
々
言
及
す
る
議
請
減
贖
の
特
典
と
そ
の
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
効

果
で
あ
る
。
八
位
の
官
人
に
対
す
る
右
の
特
典
に
つ
い
て
み
る
と
、
養
老
名
例
律
11
贖
条
に
は
、「
凡
応
議
請
減
。
及
八
位
勲
十
二
等

以
上
。
若
官
位
勲
位
得
減
者
之
父
母
。
妻
子
。
犯
流
罪
以
下
聴
贖
。
若
応
以
官
当
者
。
自
從
官
当
法
」
と
あ
る
か
ら
、
八
位
の
官
人
は

流
以
下
の
罪
を
犯
せ
ば
贖
が
許
さ
れ
る
が
、
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
効
果
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
八
位
の
官
人
は
流
以
下
の
罪
に

贖
が
許
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
前
掲
律
文
に
は
、「
若
応
以
官
当
者
。
自
從
官
当
法
」
と
あ
り
、
そ
の
疏
に
も
、「
議
請
以
下
人
。
身
有

官
者
。
自
從
官
当
除
免
。
不
合
留
官
取
蔭
収
贖
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
贖
の
特
典
は
、
官
当
法
と
競
合
す
る
場
合
は
官
当
法
の
適
用
を
優

先
す
る
か
ら
、
八
位
に
対
す
る
刑
事
上
の
特
典
と
し
て
は
、
こ
の
官
当
法
の
適
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
す
る
と
名
例
律
15
に
前
掲
規
定
を
新
し
く
設
け
た
日
本
律
撰
者
の
立
法
上
の
意
図
と
は
、
職
事
の
初
位
に
対
し
て
は
、
八
位
の

官
人
と
同
じ
く
官
当
法
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
図
が
日
本
律
撰
者
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
前
掲
名
例
律
23
の
疏
文
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
は
前
述
の
よ
う
に
比
徒
の
法
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
律

文
に
は
「
初
位
不
用
此
律
」
と
あ
っ
て
、
初
位
の
官
人
に
対
し
て
は
、
こ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
と
し
た
。
但
し
、
そ
の
疏
文
に
は
、

「
初
位
非
職
事
者
。
品
秩
卑
微
。
誣
告
反
坐
。
与
白
丁
無
異
。
故
不
用
比
徒
之
律
」
と
あ
っ
て
、
律
文
の
「
初
位
」
を
「
非
職
事
者
」

と
注
記
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
こ
の
疏
文
を
反
対
解
釈
す
れ
ば
、
職
事
の
初
位
に
対
し
て
は
八
位
と
同
じ
く
比
徒
の
法
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
比
徒
の
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
官
当
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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以
上
を
要
す
る
に
、
日
本
律
撰
者
は
初
位
を
唐
制
の
流
外
官
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
「
官
位
」
と
は
認
め
ず
、
官
人
の
特
典
に
関

す
る
律
の
適
用
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
除
外
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
し
か
し
職
事
の
初
位
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
八
位
と
見
做
し

て
八
位
と
同
一
の
刑
事
上
の
特
典
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
主
た
る
特
典
と
は
職
事
の
初
位
に
対
し
て
は
、
罪
を
犯
し
て
も
律
に

定
め
ら
れ
た
一
定
の
犯
罪
（
死
刑
・
五
流
に
相
当
す
る
犯
罪
（
以
外
は
実
刑
を
科
さ
ず
、
八
位
と
同
じ
く
官
当
法
を
適
用
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
職
事
の
初
位
は
「
初
位
」
と
い
う
位
階
と
「
職
事
」
と
い
う
官
職
（
後
述
（
と
を
同
時
に
保
有

す
る
こ
と
に
よ
り
八
位
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
職
掌
と
官
品
と
が
分
離
し
て
い
な
い
唐
の
官
品
制
（
前
記
唐
制
に
お

け
る
官
職
任
用
方
式
の
①
（
に
類
似
す
る
こ
と
に
な
る
。
從
っ
て
職
事
の
初
位
が
官
当
法
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
位
記
だ
け
で
は

な
く
、
任
官
辞
令
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
に
は
元
来
、
唐
の
告
身
に
当
る
官
記
、
任
官
記
は
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
、
果
し
て
そ

の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
も
し
職
事
の
初
位
に
対
し
て
現
に
官
当
法
が
適
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
職

掌
と
初
位
と
が
共
に
記
さ
れ
た
位
記
、
も
し
く
は
辞
令
が
法
理
上
は
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
職
事
の
初
位
が
八
位
と
見
做
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
八
位
の
官
位
を
有
す
る
も
の
の
特
典
で
あ
る
官
当
法
が
認
め
ら
れ
る
と
同
時

に
、
も
し
職
事
の
初
位
が
律
に
記
さ
れ
た
一
定
の
罪
を
犯
し
た
場
合
、
官
人
と
し
て
の
責
任
を
問
う
て
、
そ
の
名
誉
を
剝
奪
す
る
除

名
、
免
官
、
免
所
居
官
の
附
加
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
贖
の
特
典
が
許
さ
れ

る
八
位
の
官
人
に
対
し
、
官
当
と
共
に
除
名
以
下
の
刑
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
掲
名
例
律
11
の
疏
に
、「
議
請
以
下
人
。
身
有
官

者
。
自
從
官
当
除

0

0

0

免0

」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
前
述
の
名
例
律
23
の
比
徒
法
が
職
事
の
初
位
を
も
、
そ
の
適
用

の
対
象
者
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
結
局
、「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
の
規
定
の
立
法
目
的
は
、
職
事
の
初
位
に
対
し
除
免
官

当
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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そ
れ
で
は
職
事
の
初
位
は
八
位
と
同
じ
と
す
る
、
こ
の
特
別
法
的
な
規
定
は
、
令
に
対
し
て
も
適
用
す
る
と
い
う
目
的
の
下
に
立
法

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
規
定
は
主
と
し
て
律
の
適
用
を
前
提
と
し
て
立
法
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
令
の
規
定
に
対
す
る
直
接
の
適
用
は
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
で

（
1

（
補あ

る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
養

老
名
例
律
15
の
「
外
位
」
の
規
定
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
同
条
に
は
、「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
の
直
前
に
「
贈
位
及
外

位
与
正
位
同
」
と
あ
る
が
、
外
位
（
外
正
五
位
上
よ
り
外
少
初
位
下
に
至
る
二
十
階
。
唐
の
視
品
官
に
相
当
（
は
正
位
と
同
じ
と
す

る
、
こ
の
規
定
の
立
法
目
的
は
、
や
は
り
名
例
律
9
な
い
し
11
に
定
め
ら
れ
た
請
減
贖
の
特
典
と
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
效
果
に
つ
い
て

外
位
は
正
位
と
同
じ
く
扱
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
但
し
外
六
位
以
下
に
は
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
效
果
は
な
い
（。
と
こ
ろ
が

令
の
規
定
を
み
る
と
、
内
八
位
が
奏
授
で
あ
る
の
に
対
し
、
外
八
位
は
判
授
で
あ
り
（
選
叙
令
2
内
外
五
位
条
（、
考
課
の
方
法
・
規

準
も
外
位
は
内
位
と
は
異
な
り
（
考
課
令
67
考
郡
司
条
な
い
し
同
69
考
帳
内
条
（、
成
選
の
年
限
も
、
内
位
が
六
考
で
あ
る
の
に
対

し
、
外
位
は
十
考
、
十
二
考
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
選
叙
令
15
叙
郡
司
軍
団
条
（。
従
っ
て
「
外
位
与
正
位
同
」
は
、
律
の
適
用
を
前

提
に
し
て
立
法
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
、
令
の
適
用
を
考
慮
し
て
立
法
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
に
続
く
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
の
立
法
目
的
も
、
外
位
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
な
お
現
存
の
令
集
解
諸
説
の
中
に
は
、「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
の
引
用
が
二
個
所
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
何
れ
も
が
令
条
の

「
初
位
」
に
対
し
て
前
掲
規
定
を
直
接
、
適
用
し
て
解
釈
し
た
も
の
で
は
な
（
10
（
い
。

　

以
上
、
述
べ
た
よ
う
に
職
事
の
初
位
に
関
す
る
名
例
律
15
の
前
掲
規
定
は
、
主
と
し
て
律
の
除
免
官
当
法
の
適
用
を
目
的
と
し
て
立

法
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
規
定
は
令
の
規
定
と
全
く
無
関
係
に
立
法
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な

く
、
令
の
規
定
と
関
連
性
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
内
外
文
武
官
の
勤
務
評
定
の
方
法
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や
手
続
（
考
課
令
1
内
外
官
条
（、
長
上
官
の
成
選
年
限
や
そ
の
進
階
の
方
法
（
選
叙
令
9
遷
代
条
等
（
な
ど
は
、
何
れ
も
初
位
以
上

の
職
事
官
が
そ
の
対
象
者
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
八
位
以
上
は
課
役
が
免
除
さ
れ
る
の
に
対
し
、
初
位
は
徭
役
の
み
が

免
除
さ
れ
る
が
、
一
方
、「
内
外
初
位
長
上
」、
即
ち
内
外
の
初
位
と
い
え
ど
も
、
長
上
官
は
八
位
以
上
と
同
様
、
課
役
が
免
除
さ
れ
て

い
る
（
賦
役
令
19
舎
人
史
生
条
（。
更
に
在
京
の
文
武
職
事
官
や
大
宰
府
の
官
人
等
に
対
す
る
季
禄
も
、
本
人
が
任
官
し
て
い
る
官
に

相
当
す
る
位
に
よ
っ
て
、
そ
の
額
が
支
給
さ
れ
る
か
ら
、
職
事
の
「
大
初
位
」「
少
初
位
」
に
も
、
そ
れ
が
支
給
さ
れ
る
（
禄
令
1
給

季
禄
条
（。
以
上
の
規
定
は
、
何
れ
も
名
例
律
15
の
前
掲
規
定
と
そ
の
立
法
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
令
の

規
定
に
あ
っ
て
も
、
職
事
の
初
位
を
非
職
事
の
初
位
と
区
別
し
て
、
こ
れ
を
優
遇
す
る
場
合
は
、
す
で
に
そ
れ
が
令
文
中
に
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

右
に
見
る
よ
う
に
名
例
律
15
の
前
掲
規
定
は
、
令
の
規
定
と
も
関
連
性
を
有
す
る
が
、
就
中
、
留
意
す
べ
き
は
官
位
令
の
大
初
位
・

少
初
位
条
で
あ
る
。
律
の
官
当
法
等
に
お
い
て
初
位
が
「
官
」、
も
し
く
は
「
官
位
」
の
中
に
は
入
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
除
か
れ
て
い
た

こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
官
位
令
に
お
い
て
は
、
初
位
は
「
官
位
」
と
し
て
明
ら
か
に
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

何
故
で
あ
ろ
う
か
。
我
が
官
位
令
は
、
い
わ
ば
位
に
相
当
す
る
官
の
一
覧
表
で
あ
る
。
從
っ
て
官
位
令
の
大
初
位
・
少
初
位
条
に
も
、

そ
れ
に
相
当
す
る
官
職
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
官
位
令
の
中
の
「
初
位
」
は
、「
官
」
を
前
提
と
し
た
初
位
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
名
例
律
15
の
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
の
「
職
事
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
か
。
養
老
公
式
令
52
内
外
諸
司
条
に
は
、

「
凡
内
外
諸
司
。
有
執
掌
者
。
為
職
事
官
。
无
執
掌
者
。
為
散
官
」
と
あ
っ
て
、
職
事
官
と
散
官
と
の
相
違
を
「
執
掌
」
の
有
無
に
置

い
て
い
る
。
令
集
解
同
条
に
は
、「
有
執
掌
」
の
官
、
即
ち
「
職
事
官
」
の
定
義
に
つ
い
て
跡
記
、
穴
記
、
朱
説
の
三
説
が
見
え
て
い

る
（
国
史
大
系
本
『
令
集
解
』
八
六
七
頁
七
行
以
下
（。
跡
記
は
「
有
執
掌
。
謂
官
位
令
有
文
。
是
以
外
雖
有
執
掌
。
為
散
官
」
と
い
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っ
て
、
官
位
令
に
記
載
の
あ
る
官
の
み
が
職
事
官
で
あ
る
と
す
る
。
穴
記
の
「
内
外
諸
司
。
有
執
掌
。
謂
官
位
令
有
文
。
職
員
令
有
職

掌
也
。
何
者
。
職
事
三
位
家
令
。
補
家
令
職
事
者
。
則
在
官
位
令
是
也
」
と
い
う
文
の
意
味
は
、
や
や
明
確
さ
を
欠
く
が
、
恐
ら
く
從

七
位
の
官
で
あ
る
職
事
三
位
の
家
令
の
如
く
、
官
位
令
に
記
載
が
あ
っ
て
職
員
令
に
職
掌
の
あ
る
官
を
職
事
官
と
す
る
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
穴
記
所
引
の
問
答
に
は
、「
問
。
郡
司
不
載
官
位
令
者
何
。
答
亦
須
同
。
何
者
。
職
員
令
有
職
掌
之
故
也
」
と
あ
っ

て
、
こ
の
問
答
が
、
そ
の
直
前
に
あ
る
「
師
云
。
於
此
条
家
令
亦
同
」
に
続
く
問
答
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
穴
記
所
引
の
師
説
は
、
官
位

令
に
記
載
の
な
い
郡
司
も
職
員
令
に
職
掌
が
あ
る
故
に
、
こ
れ
を
職
事
官
と
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
朱
説
も
、「
執
掌
者
。
未
知

何
。
答
。
私
如
言
職
掌
耳
。
郡
司
可
為
職
事
官
者
。
額
同
。
又
家
司
等
同
者
」
と
い
っ
て
、
郡
司
や
家
司
を
職
事
官
と
す
る
。
こ
の
よ

う
に
本
条
の
「
職
事
官
」
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
る
が
、
大
別
す
れ
ば
官
位
令
に
記
載
の
あ
る
官
を
い
う
と
す
る
説
（
跡
記
、
穴
記
（
と

官
位
令
に
記
載
が
な
く
と
も
、
職
員
令
に
記
載
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
い
う
と
す
る
説
（
穴
記
所
引
の
師
説
、
朱
説
、
朱
説
所
引
の
額

記
（
と
の
二
種
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
の
官
位
令
に
お
け
る
位
は
、
唐
の
官
品
制
と
同
じ
く
官
の
等
級
を
定
め
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
栄
典
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
（
11
（
る
。
官
位
令
に
定
め
ら
れ
た
位
の
本
質
が
栄
典
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
位
に
相
当
す
る
官
も
ま
た
下
級
の
職
と
い
え
ど

も
、
官
位
令
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
官
に
比
べ
て
卑
微
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
に
重
視
さ
れ
た
官
と
い
え
よ
う
。
官
位
令
の
初

位
に
相
当
す
る
官
職
が
主
と
し
て
被
管
諸
司
の
主
典
類
や
そ
れ
に
准
ず
る
も
の
、
ま
た
親
王
家
や
高
位
家
の
主
典
類
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
が
隋
唐
の
流
内
官
で
あ
る
主
典
類
に
相
当
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
（
12
（
る
。
跡
記
が
官
位
令
記
載
以
外
の

官
に
対
し
て
、
た
と
い
職
掌
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
職
事
官
で
は
な
く
、「
散
官
」
と
す
べ
き
で
あ
る
と
厳
し
く
言
い
切
っ
て

い
る
の
は
、
如
上
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
法
解
釈
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
公
式
令
52
の
「
職
事
官
」
の
定
義
は
、
や
は
り
官
位
令
を
基
準

と
し
て
考
え
る
の
が
原
則
で
あ
ろ
う
。
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日
本
の
官
位
令
（
養
老
（
に
は
、
正
三
位
の
下
に
勲
一
等
、
從
三
位
の
下
に
勲
二
等
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
文
位
と
勲
位
と
が

対
応
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
官
位
令
に
見
え
る
文
位
と
勲
位
と
の
対
応
の
主
た
る
目
的
の
一
つ
は
、
名
例
律
17
の
官
当
法
の
適

用
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推
測
す
る
。
則
ち
勲
位
を
以
て
罪
に
代
替
す
る
場
合
、
こ
の
文
位
と
勲
位
と
の
相
当
関
係
の
記

載
が
な
け
れ
ば
官
当
法
の
適
用
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
右
の
勲
位
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
官
位
令
は
官
当
法
の
適

用
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
規
定
な
の
で
あ
る
。
勲
位
の
保
持
者
に
官
当
法
を
適
用
す
る
場
合
、
官
位
令
の
規
定
が
そ
の
適
用
の
基
本

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
職
事
の
初
位
に
官
当
法
を
適
用
す
る
場
合
、
や
は
り
官
位
令
の
規
定
が
そ
の
適
用
の
基
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も

何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
名
例
律
15
の
「
職
事
」
の
初
位
と
は
、
官
位
令
記
載
の
職
事
官
で
あ
っ
て
、
且
つ
初
位
の
も

の
を
意
味
し
、
一
方
、
名
例
律
23
の
疏
に
見
え
る
「
非
職
事
」
の
初
位
と
は
、
散
位
の
初
位
を
い
う
と
共
に
官
位
令
記
載
以
外
の
雑
任

（
史
生
、
省
掌
、
舎
人
、
兵
衛
、
資
人
等
（
に
与
え
ら
れ
る
初
位
を
も
、
そ
れ
に
含
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
令
集
解
諸
説
に

お
い
て
も
、
令
文
に
見
え
る
「
職
事
」「
職
事
官
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
官
位
相
当
官

0

0

0

0

0

、
も
し
く
は
長
上
官
と
す
る
解
釈
が
多
（
13
（
い
。

　

以
上
の
検
討
の
結
果
、
官
位
令
の
初
位
に
は
二
つ
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
官
位
令
の
「
官
位
」
に
初
位
を
入
れ
て
い

る
こ
と
は
、
官
位
令
に
は
、
そ
の
相
当
官
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
初
位
」
が
職
事
の
初
位
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
職
事
の
初
位
は
八
位
と
同
じ
と
す
る
律
と
の
関
連
性
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
初
位
が
官
位
令
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
は
い

う
も
の
の
、
そ
れ
を
数
字
を
用
い
て
「
九
位
」
と
は
せ
ず
、
伝
統
的
な
冠
位
の
最
下
級
の
名
称
で
あ
る
「
初
（
14
（
位
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
、

初
位
は
本
来
、
八
位
以
上
と
は
そ
の
法
的
性
質
を
異
に
し
、
唐
の
流
外
官
に
相
当
す
る
位
階
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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三　

日
本
律
立
法
の
手
法 

─
─
む
す
び
に
代
え
て
─
─

　

最
後
に
名
例
律
15
贈
位
条
を
通
じ
て
、
日
本
律
撰
者
の
立
法
の
技
術
や
手
法
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
と
し
、
以
て
本
稿
の
む
す
び
に

代
え
た
い
と
思
う
。

　

再
び
唐
名
例
律
15
の
第
二
項
と
そ
れ
に
相
当
す
る
養
老
名
例
律
15
の
第
一
項
を
次
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
Ａ
が
唐
律
、
Ｂ
が
養
老

律
で
あ
る
。

　

Ａ
贈
官
及
視
品
官
。
与
正
官
同
。
視
六
品
以
下
。
不
在
蔭
親
之
例
。

　

Ｂ
贈
位
及
外
位
。
与
正
位
同
。
職
事
初
位
与
八
位
同
。
外
六
位
以
下
。
不
在
蔭
親
之
例
。

　

Ａ
の
唐
律
第
二
項
は
、
贈
官
（
死
後
に
贈
ら
れ
る
官
（
及
び
視
品
官
（
内
属
し
て
、
或
る
程
度
の
自
治
制
を
許
さ
れ
た
機
構
に
勤
務

す
る
外
国
人
に
与
え
ら
れ
る
官
（
は
正
規
の
官
と
同
じ
と
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
何
が
同
じ
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
一
項

「
以
理
去
官
。
与
見
任
同
」
の
疏
に
、「
応
入
議
請
減
贖
。
及
蔭
親
属
者
。
並
与
見
任
同
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
則
ち
唐
律
第
一
項
は
、
前
述
の
よ
う
に
職
事
官
の
も
つ
刑
事
上
の
特
典
と
し
て
⑴
本
人
自
身
の
官
人
と
し
て
も
つ
議
請
減
贖
の
特

典
と
⑵
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
特
典
と
の
両
者
は
、
正
当
な
理
由
に
よ
り
退
官
・
離
職
し
た
後
も
、
現
任
同
様
に
許
さ
れ
る
と
い
う
規
定

で
あ
る
。
こ
の
唐
律
第
一
項
の
疏
に
よ
っ
て
第
二
項
Ａ
を
解
釈
す
れ
ば
、
贈
官
の
場
合
は
、
本
人
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
前
記
特
典
の
中
の
⑵
が
、
視
品
官
の
場
合
は
、
⑴
の
請
減
贖
の
特
典
、
及
び
⑵
が
（
但
し
視
六
品
以
下
を
除
く
（
正
官
と
同
様
に

許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
れ
で
は
養
老
律
第
一
項
Ｂ
の
場
合
は
ど
う
か
。
右
に
述
べ
た
唐
律
第
一
項
の
疏
を
参
照
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
贈
位
の
場
合
は
⑵

が
、
外
位
の
場
合
は
⑴
の
請
減
贖
の
特
典
、
及
び
⑵
が
（
但
し
外
六
位
以
下
を
除
く
（
正
位
と
同
様
に
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の

「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
は
、
日
本
独
自
に
追
加
し
た
規
定
で
あ
る
が
、
職
事
の
初
位
と
八
位
と
は
何
が
同
じ
と
さ
れ
る
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
や
は
り
八
位
に
与
え
ら
れ
る
刑
事
上
の
特
典
が
職
事
の
初
位
に
も
同
様
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す

る
と
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
八
位
に
は
⑵
の
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
効
果
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
ず
、
⑴
の
贖
の
特
典
の
み
が
許
さ
れ
る

か
ら
、
職
事
の
初
位
も
八
位
と
同
様
、
⑴
の
贖
の
特
典
の
み
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
贖
の
特
典
は
除
免
官
当
法
と

競
合
す
る
場
合
は
、
除
免
官
当
法
が
優
先
す
る
か
ら
、
結
局
、
職
事
の
初
位
に
は
八
位
と
同
様
、
除
免
官
当
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
も
し
職
事
の
初
位
に
贖
の
特
典
の
み
が
許
さ
れ
て
除
免
官
当
法
が
適
用
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
職
事
の
初
位
が
罪
を
犯

し
て
も
、
八
位
よ
り
は
優
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
不
合
理
で
あ
る
。

　

以
上
の
解
釈
は
、
唐
律
第
一
項
の
疏
に
よ
っ
て
養
老
律
第
一
項
を
解
釈
し
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
律
に
は
、
そ
も
そ
も
唐
律
第
一
項

及
び
そ
の
疏
に
当
る
文
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
養
老
律
本
条
の
み
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
養
老
律
本
条
冒
頭
の
「
贈
位
」
と
は
生
前
の
功
労
に
よ
っ
て
死
後
に

贈
ら
れ
る
位
階
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
正
位
と
同
じ
と
い
う
の
は
、
贈
位
の
も
つ
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
効
果
は
正
位
と
変
ら
な

い
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
外
位
に
つ
い
て
も
、
律
文
「
外
位
与
正
位
同
」
に
対
す
る
本
注
に
は
、「
外
六
位
以
下
。
不
在
蔭
親
之
例
」、

そ
の
疏
に
は
、「
外
位
稍
異
正
位
。
故
不
許
其
蔭
親
属
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
外
位
の
親
族
に
対
す
る
蔭
の
問
題
の
み
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
更
に
前
掲
第
一
項
Ｂ
に
続
く
養
老
律
本
条
の
後
段
は
、「
用
蔭
者
。
存
亡
同
」、「
若
藉
尊
長
蔭
。
而
犯
所
蔭
尊
長
。
及

藉
所
親
蔭
。
犯
所
親
祖
父
母
父
母
者
。
並
不
得
為
蔭
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
蔭
に
よ
る
効
果
や
蔭
に
よ
る
援
用
の
制
約
な
ど
、
す
べ

て
蔭
に
関
す
る
規
定
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
從
っ
て
養
老
律
本
条
は
、
そ
れ
を
一
見
す
る
と
、
位
記
に
よ
る
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
に
つ
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い
て
の
み
の
規
定
の
如
き
外
観
を
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
本
条
の
立
法
目
的
に
は
、
前
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
位
記
に
よ
る
蔭
の
効
果
だ
け
で
は
な
く
、
位
記
保
持
者
自
身
に
対
す
る
刑
事
上
の
特
典
の
付
与
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、「
外
位
与
正
位
同
」
と
は
、
外
位
は
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
効
果
は
正
位
と
変
ら
な
い
（
但
し
外
六
位
以

下
は
除
く
（
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
外
位
の
位
記
保
持
者
自
身
が
請
減
贖
の
特
典
を
受
け
る
資
格
も
正
位
の
位
記
保
持
者
と
何
ら
変

ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
養
老
律
本
条
の
み
を
一
見
し
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
上
記
の
法
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。
た
だ
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
の
「
八
位
」
に
は
、
親
族
に
及
ぼ
す
蔭
の
效
果
は
な
く
、
贖
の
特
典
の
み
が
そ
の
保
持
者

に
許
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
外
位
に
関
し
て
も
上
記
の
如
き
解
釈
が
成
立
す
る
こ
と
を
推
測
す
る
よ
り
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
、

そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
為
に
も
養
老
律
に
お
い
て
は
、
唐
律
同
条
の
律
文
「
視
品
官
与
正
官
同
」
に
対
す
る
疏
文
「
若
以
視
品
官
当
罪

0

0

減
贖

0

0

。
皆
与
正
官
同
」
に
倣
っ
て
、
律
文
「
外
位
与
正
位
同
」
の
直
下
に
「
若
以
外
位
当
罪
減
贖

0

0

0

0

。
皆
与
正
位
同
」
と
い
う
疏
文
を
置

く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

恐
ら
く
日
本
律
撰
者
は
、
位
記
保
持
者
の
位
記
に
蔭
の
効
果
が
あ
れ
ば
当
然
、
位
記
保
持
者
自
身
に
対
す
る
特
典
も
認
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
こ
と
、
及
び
名
例
律
8
な
い
し
同
11
が
議
請
減
贖
と
そ
の
資
格
要
件
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
同
12
が
官
位
を
有
す
る
婦
人
の

犯
罪
に
議
請
減
贖
当
免
法
を
適
用
す
る
規
定
で
あ
り
、
更
に
同
14
が
議
請
減
の
資
格
の
競
合
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
本
条
の
直
前

に
は
議
請
減
贖
の
特
典
に
関
す
る
規
定
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
外
位
の
位
記
保
持
者
自
身
の
特
典
を
明
示
す
る
前
掲

疏
文
の
如
き
は
必
要
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
養
老
律
本
条
の
み
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
日
本
律
撰
者
の
立
法
技
術
と

し
て
は
誤
解
を
招
き
易
く
、
や
や
配
慮
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
養
老
名
例
律
15
及
び
そ
れ
が
関
連
す
る
諸
条
文
に
よ
っ
て
、
唐
律
か
ら
日
本
律
を
作
り
出
す
立
法
の
手
法
に
つ

い
て
見
る
と
、
そ
れ
は
凡
そ
次
の
よ
う
に
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
律
撰
者
は
日
本
律
の
条
文
を
立
法
す
る
に
当
っ
て
、
先
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ず
日
本
の
官
制
の
中
に
あ
る
唐
の
官
制
と
の
共
通
項
を
見
出
し
、
そ
れ
を
唐
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
方
式
や
類
型
に
当
て
は
め
て
処
理

し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
立
法
に
と
っ
て
不
必
要
な
唐
の
律
文
や
疏
文
は
容
赦
な
く
捨
去
す
る
と
共
に
、
必
要
あ
ら
ば
唐
律
に
は
な

い
日
本
独
自
の
法
文
を
付
加
し
て
、
し
か
も
可
能
な
限
り
簡
潔
な
内
容
を
も
つ
律
条
に
仕
立
て
る
こ
と
に
努
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
作

業
の
過
程
に
お
い
て
は
、
律
法
典
全
体
の
精
緻
な
法
体
系
の
下
に
、
そ
の
一
個
条
の
内
容
が
ほ
ぼ
完
結
し
て
い
る
唐
の
律
条
に
対
し
、

様
々
な
加
工
を
施
し
て
日
本
の
律
条
を
定
立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
出
来
上
っ
た
条
文
を
見
る
と
、
そ
の
立
法
趣
旨
や
立
法
目
的
が

不
明
確
に
な
っ
た
り
、
ま
た
法
規
と
し
て
の
論
理
の
一
貫
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
、
更
に
は
そ
の
内
容
が
他
の
律
令
諸
条
文

と
矛
盾
・
齟
齬
す
る
こ
と
さ
え
も
生
ず
る
。
從
っ
て
日
本
律
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
為
に
は
、
唐
の
律
疏
と
の
比
較
対
照
が
必
要
と
な

り
、
唐
の
律
疏
が
な
け
れ
ば
日
本
律
を
的
確
に
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
唐
の
律
疏
は
日
本
律
を
補
充
す
る
機
能
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
と
い
う
名
例
律
15
の
日
本
独
自
の
規
定
も
、
こ
の
規
定
を
新
し
く
設
け
た
為

に
、
唐
の
除
免
官
当
法
を
導
入
す
る
に
当
っ
て
、
唐
制
の
そ
れ
と
は
異
質
の
も
の
を
、
そ
こ
に
持
ち
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
別
稿
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
（　

拙
稿
「
日
本
の
律
法
典
に
お
け
る
形
式
性
と
実
用
性
」『
日
本
に
お
け
る
立
法
と
法
解
釈
の
史
的
研
究　

第
一
巻
』（
汲
古
書
院
、
平
成
二
十
一
年
（

所
収
参
照
。

（
2
（　

そ
の
一
方
で
日
本
の
散
位
は
、
唐
の
散
官
の
制
を
継
受
し
て
い
る
と
い
う
一
面
が
あ
る
。
十
川
陽
一
「
日
唐
に
お
け
る
「
散
位
」
と
「
散
官
」」『
東

方
学
』
第
百
二
十
一
輯
（
平
成
二
十
三
年
（
所
収
参
照
。

（
3
（　

竹
内
理
三
「
律
令
官
位
制
に
於
け
る
階
級
性
」『
律
令
制
と
貴
族
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
七
年
（
一
八
〇
頁
。

（
4
（　

時
野
谷
滋
「
唐
の
散
官
及
び
封
爵
と
わ
が
文
位
」『
律
令
封
禄
制
度
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
二
年
（
二
八
頁
以
下
。

（
5
（　

律
令
研
究
会
編
『
譯
註
日
本
律
令
五　

唐
律
疏
議

譯
註
篇
一
』（
滋
賀
秀
三
執
筆
、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
十
四
年
（
一
〇
三
頁
以
下
。
滋
賀
秀
三
「
律
令
官
制
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に
お
け
る
官
職
の
「
行
」
と
「
守
」」『
中
国
法
制
史
論
集　
法
典
と
刑
罰
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
（
六
一
三
頁
以
下
。

（
6
（　

前
掲
律
令
研
究
会
編
『
譯
註
日
本
律
令
五
』
一
〇
四
頁
。

（
7
（　

但
し
散
官
の
保
持
者
が
散
官
の
官
品
に
相
当
す
る
職
事
官
に
任
命
さ
れ
た
と
き
は
、
前
記
①
の
方
式
を
と
り
、
そ
の
職
事
官
と
し
て
の
告
身
が
授
け

ら
れ
、
官
品
と
職
権
と
が
同
時
に
付
与
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
貞
観
令
に
「
諸
以
職
事
高
者
為
守
。
職
事
卑
者
為
行
。
其
欠
一
階
為
兼
。
与
当
階
者
皆
解

0

0

0

0

0

0

散
官

0

0

」
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
は
散
官
は
解
任
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
8
（　

但
し
日
本
に
お
い
て
官
当
に
よ
り
位
が
追
毀
さ
れ
る
場
合
は
、
官
職
も
同
時
に
罷
免
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
從
っ
て
、
日
本
の
律
令
制
に
お
い

て
位
と
官
と
が
分
離
し
、
各
々
別
立
て
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
名
例
律
17
官
当
条
に
右
の
こ
と
を
明
記
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
規
定
の
な
い
の
は
、
当
時

の
日
本
に
お
い
て
は
官
よ
り
も
位
が
重
ん
じ
ら
れ
、
位
が
剝
奪
さ
れ
れ
ば
、
当
然
、
官
も
罷
免
さ
れ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
名
例
律
同
条

に
「
行
守
者
。
各
以
本
位
当
。
仍
各
解
見
任

0

0

0

0

0

」
と
あ
っ
て
、
職
事
官
を
行
・
守
す
る
も
の
が
位
記
を
以
て
、
そ
の
罪
に
代
替
す
る
と
き
は
、
現
職
を
解
任

す
る
こ
と
が
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
9
（　

曽
我
部
静
雄
「
中
国
の
品
階
制
度
と
我
が
位
階
制
度
」『
律
令
を
中
心
と
し
た
日
中
関
係
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
三
年
（
一
八
五
頁

以
下
参
照
。
な
お
野
村
忠
夫
『
律
令
官
人
制
の
研
究　

増
訂
版
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
二
年
（
三
六
一
頁
以
下
に
は
、
我
が
文
位
の
六
位
な
い
し

八
位
に
対
す
る
初
位
の
特
殊
性
と
し
て
六
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
（　
「
職
事
初
位
与
八
位
同
」
が
令
集
解
中
に
見
え
る
二
個
所
と
は
、
官
位
令
第
一
の
師
説
（
国
史
大
系
本
、
八
頁
・
七
行
（
及
び
喪
葬
令
第
廿
六
、
職

事
官
条
の
令
釈
（
同
上
、
九
六
一
頁
・
七
行
・
右
列
（
の
文
中
で
あ
る
。
前
者
は
「
官
位
令
」
な
る
篇
目
の
名
称
に
関
す
る
或
説
に
師
説
が
反
駁
す
る
と

い
う
文
脈
の
中
で
現
わ
れ
る
が
、「
官
」
が
高
貴
、「
位
」
が
卑
賤
と
い
う
自
説
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
名
例
律
15
の
前
掲
規
定
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
後

者
は
、
職
事
官
死
去
の
際
に
支
給
さ
れ
る
賻
物
の
額
に
関
し
て
、「
皆
依
本
位
給
」
と
い
う
規
定
の
解
釈
の
中
に
現
わ
れ
る
。
令
釈
は
右
の
規
定
を
無
位

の
長
上
官
に
は
賻
物
を
支
給
し
な
い
と
解
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、「
禄
法
」（
禄
令
4
行
守
条
（、
即
ち
そ
の
行
・
守
す
る
官
の
相
当
位
に
よ
っ
て
支
給

す
れ
ば
、
有
位
の
人
が
無
位
の
人
よ
り
も
卑
賤
な
存
在
に
な
る
と
述
べ
、
次
に
「
名
例
云
。
職
事
初
位
与
八
位
同
。
此
亦
无
位
長
上
。
不
可
同
初
位
長
上

故
」
と
い
う
。
こ
の
令
釈
の
主
張
は
、
職
事
の
初
位
と
は
初
位
の
長
上
官
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
名
例
律
15
の
規
定
は
無
位
の
長
上
官
よ
り
も
初
位
の
長

上
官
を
優
遇
し
て
い
る
と
解
し
、
無
位
の
長
上
官
に
は
賻
物
を
支
給
し
な
い
と
す
る
自
説
の
根
拠
の
一
つ
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
令
釈
の
説
は
、
名

例
律
前
掲
規
定
の
立
法
趣
旨
と
は
異
な
っ
た
解
釈
で
あ
り
、
ま
た
喪
葬
令
5
本
条
の
「
初
位
」
に
前
掲
規
定
を
直
接
、
適
用
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
11
（　

時
野
谷
滋
「
唐
の
官
品
令
と
わ
が
官
位
令
」
前
掲
書
一
八
頁
。
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（
12
（　

曽
我
部
静
雄
前
掲
論
文
一
八
七
頁
以
下
。

（
13
（　

山
田
英
雄
「
散
位
の
研
究
」
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
史
論
集　

下
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
〇
二
頁
以
下
参

照
。

（
14
（　
「
初
位
」
は
大
化
三
年
（
六
四
七
（、
同
五
年
の
冠
位
制
に
お
け
る
最
下
級
の
位
階
、「
建
武
」、「
立
身
」
の
別
称
で
あ
る
。

（
補
1
（　

但
し
選
叙
令
37
除
名
応
叙
条
（
除
名
の
罪
を
犯
し
た
官
人
が
再
叙
さ
れ
る
場
合
の
叙
法
の
規
定
（
に
見
え
る
「
八
位
初
位

0

0

。
並
於
少
初
位
下
叙
」

の
「
初
位
」
は
、
八
位
と
同
じ
法
的
な
扱
い
を
受
け
る
職
事
の
初
位
の
意
で
あ
ろ
う
。
な
お
右
の
条
文
は
大
宝
令
に
は
存
せ
ず
、
養
老
令
に
至
っ
て
補
わ

れ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
続
紀
、
慶
雲
三
年
二
月
庚
寅
条
（。


